
1/21 

○所沢市障害児・者移動支援事業実施要綱 

平成１８年９月２６日 

改正 平成２０年６月２７日 

平成２２年３月３１日 

平成２３年３月２４日 

平成２５年３月２９日 

平成２６年３月１０日 

平成２６年９月２９日 

平成２８年１月７日 

平成２８年３月３１日 

（目的） 

第１条 所沢市障害児・者移動支援事業（以下「事業」という。）は、心身の障害等のため

屋外での移動に困難がある障害児・者に対し、外出のための支援（以下「移動支援サービ

ス」という。）を行うことにより、障害児・者の地域での自立生活及び社会参加の促進を

図ることを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は、所沢市とする。 

（事業の内容） 

第３条 この事業の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため

の外出（通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通

念上適当でない外出を除き、原則として１日の範囲内で用務を終えるものに限る。）の際

の移動を支援するものとする。 

（事業者） 

第４条 この事業は、次に掲げるもののうち市に登録した事業者（以下「登録事業者」とい

う。）が行うものとする。 

(1) 社会福祉法人等の公益法人 

(2) 移動支援サービスを提供するにふさわしい者として市長が特に認めた団体 

（平２３年３月２４日・一部改正） 

（事業者登録） 

第５条 前条に規定する登録を受けようとする事業者は、事前に障害児・者移動支援事業事

業者登録申請書（様式第１号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなけれ
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ばならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、登録の適否を決定し、障害児・者移動支援事業事

業者登録決定（却下）通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（事業者登録の変更等） 

第６条 登録事業者は、当該登録に係る事項に変更が生じたとき、又は移動支援サービスを

中止しようとするときは、速やかに障害児・者移動支援事業事業者登録状況（変更・中止）

届出書（様式第３号）により市長に届け出なければならない。 

（サービス提供者） 

第７条 移動支援サービスに従事する者（以下「サービス提供者」という。）は、登録事業

者に勤務する従業者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 介護福祉士 

(2) 介護福祉士実務者研修の修了者 

(3) 居宅介護職員初任者研修の修了者 

(4) 障害者居宅介護従業者基礎研修の修了者 

(5) 介護職員初任者研修の修了者 

(6) 行動援護従業者養成研修の修了者 

(7) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者 

(8) 同行援護従業者養成研修の修了者 

（平２５年３月２９日・平２８年１月７日・一部改正） 

（対象者） 

第８条 この事業の対象者は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する障害児・

者であって、市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定による身体

障害者手帳の交付を受けた者のうち、屋外での移動に著しい困難がある視覚障害児・者

及び全身性障害児・者 

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱（平成１４年７月２３日埼玉県告示第１３６５号）に基づ

く療育手帳の交付を受けている者 

(3) 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する知的障害者更生

相談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する児童相談所に

おいて知的障害と判定された者 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条
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第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は精神障害を支

給事由とする年金等の給付を現に受けている者 

(5) 市長が前各号に規定する者と同程度の障害を有すると認めた者 

２ 前項に規定する者のほか、同項各号のいずれかに該当する者のうち、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第１９条第３項に規定する特定施設入所障害者（市が支給決定した者に限る。）

であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地（同項に規定する継続入所障

害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例

地」という。）が市内であるものは、当該事業の対象者とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、当該事業

の対象者としない。 

（平２５年３月２９日・平２６年９月２９日・一部改正） 

（移動支援の利用の適用関係） 

第９条 法第５条に規定する障害福祉サービスのうち外出時における移動の介助及び病院

等への通院のための介助は、この要綱による移動支援サービスに優先する。 

（利用手続） 

第１０条 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、障害児・者移動支援

事業利用申請書（様式第４号）に世帯並びに収入及び資産の状況を証明する書類を添付し

て市長に申請しなければならない。ただし、市長が添付書類を要しないと認めるときは、

これを省略することができる。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、利用の可否を決定し、障

害児・者移動支援事業利用決定（変更・却下）通知書（様式第５号）により申請者に通知

するものとする。この場合において、利用の決定を受けた者（以下「利用者」という。）

には、障害児・者移動支援事業利用者証（様式第６号。以下「利用者証」という。）を交

付するものとする。 

３ 前項の規定による利用決定の有効期間は、利用決定日から起算して１年後の日の前日の

属する月の末日までとする。 

４ 利用者は、この事業を利用しようとするときは、登録事業者に利用者証を提示し直接申

込みをするものとする。 

（利用の取消し） 

第１１条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用
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決定を取り消すことができる。 

(1) この事業の対象者でなくなったとき。 

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。 

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により取消しを行うときは、障害児・者移動支援事業利用決定取消

通知書（様式第７号）により利用者に通知するものとする。 

（届出） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当するときは、障害児・者移動支援事業利用異動届（様

式第８号）により、市長に届け出なければならない。 

(1) 利用者が死亡し、転出し、又は転居したとき。 

(2) 利用を辞退するとき。 

(3) その他申請の内容に変更が生じたとき。 

（平２５年３月２９日・一部改正） 

（利用料） 

第１３条 利用者は、この事業を利用する際に、別表第１に定める移動支援サービスに要す

る費用の額（以下「基準額」という。）の１００分の５に相当する額（１円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てた額。以下「利用料」という。）を当該登録事業者に支払

わなければならない。ただし、利用者が同一の月に支払った利用料の合計額が、別表第２

に定める額を超えたときは、当該月における以後の利用料は、市が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、１日に５時間を超えた部分の利用料及び１月に１００時間を

超えた部分の利用料は、原則として利用者の負担とする。 

（平２５年３月２９日・一部改正） 

（登録事業者の遵守事項） 

第１４条 登録事業者は、利用者に対して適切な移動支援サービスを提供できるよう、従業

者の勤務体制を定めておかなければならない。 

２ 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。 

３ 登録事業者は、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。 

４ 登録事業者は、移動支援サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家

族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

５ 登録事業者は、当該事業者における移動支援サービスの内容、移動支援サービスに要す
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る料金、サービス提供者の資格、経理状況等を利用者に明示しなければならない。 

６ 登録事業者及びその従業者は、この事業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。 

７ 登録事業者は、利用者への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。 

８ 登録事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、

サービス提供日から５年間保管しなければならない。 

（平２５年３月２９日・一部改正） 

（利用者の遵守事項） 

第１５条 利用者は、利用者証の譲渡、貸与その他の不正使用をしてはならない。 

（補助金） 

第１６条 市長は、登録事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。 

２ 補助金交付額は、基準額の１００分の９５（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

に基づく生活扶助を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）による生活支援給付を受けている者の属する世帯に属する利用者については、１００

分の１００）に相当する額（１円未満の端数が生じた場合は、これを繰り上げた額）とす

る。ただし、利用者が同一の月に支払った利用料の合計額が、別表第２に定める負担上限

月額に達したときは、当該月における以後の補助金交付額は、基準額の１００分の１００

に相当する額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、利用者１人につき１日に５時間を超えた部分の利用及び１月

に１００時間を超えた部分の利用については、原則として補助金の交付対象としない。 

４ 第１項に規定する補助金の交付に関しては、所沢市補助金等交付規則（昭和５５年規則

第２０号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（平２０年６月２７日・平２５年３月２９日・平２６年９月２９日・一部改正） 

（補助金の申請） 

第１７条 登録事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、障害児・者移動支援事業

補助金交付申請書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、移動支援サービス提供の翌

月１０日までに市長に提出しなければならない。 

(1) 移動支援サービス費明細書兼実績記録票（様式第１０号） 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付） 
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第１８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否を

決定し、障害児・者移動支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第１１号）によ

り通知するものとする。 

（書類の整備等） 

第１９条 補助金の交付を受けた登録事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにし

た帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管しておかなけ

ればならない。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類の保管期間は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計

年度から起算して５年間とする。 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（利用手続の経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に法附則第８条第１項第５号による外出介護のサービスを利用

している者は、第１０条第１項の規定による申請をしたものとみなす。 

（この要綱の失効） 

３ この要綱は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 

（平２８年１月７日・追加） 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の所沢市障害児・者移動支援事業実施要綱の規定に基

づき作成されている障害児・者移動支援事業利用申請書の用紙は、この要綱の規定にかか

わらず、当分の間、これを使用することができる。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の所沢市障害児・者移動支援事業実施要綱別表第２の規定は、この要綱の施行の

日以後の障害児・者移動支援事業の利用から適用し、同日前の障害児・者移動支援事業の

利用については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の第７条に該当する者は、改正後の第７条の規定にかか

わらず、同条に該当する者とする。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表第１（第１３条関係） 

（平２５年３月２９日・平２８年１月７日・一部改正） 

移動支援サービスに要する費用の額 

１ 身体介護を伴う場合 

1回当たりの所要時間 費用の額 

30分以内の場合 2,340円 

30分を超え1時間以内の場合 4,070円 

1時間を超え1時間30分以内の場合 5,900円 

1時間30分を超え2時間以内の場合 6,660円 

2時間を超え2時間30分以内の場合 7,430円 

2時間30分を超え3時間以内の場合 8,190円 

3時間を超え3時間30分以内の場合 8,900円 
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3時間30分を超え4時間以内の場合 9,620円 

4時間を超え4時間30分以内の場合 10,330円 

4時間30分を超え5時間以内の場合 11,040円 

5時間を超える場合であって、必要が認められると

きは、次のとおり加算する。 

30分当たり720円 

２ 身体介護を伴わない場合 

1回当たりの所要時間 費用の額 

30分以内の場合 810円 

30分を超え1時間以内の場合 1,520円 

1時間を超え1時間30分以内の場合 2,290円 

1時間30分を超え2時間以内の場合 3,000円 

2時間を超え2時間30分以内の場合 3,710円 

2時間30分を超え3時間以内の場合 4,420円 

3時間を超え3時間30分以内の場合 5,140円 

3時間30分を超え4時間以内の場合 5,850円 

4時間を超え4時間30分以内の場合 6,560円 

4時間30分を超え5時間以内の場合 7,270円 

5時間を超える場合であって、必要が認められると

きは、次のとおり加算する。 

30分当たり720円 

別表第２（第１３条関係） 

（平２３年３月２４日・全改、平２６年９月２９日・一部改正） 

負担上限月額 

所得区分 要件 負担上限月額 

生保 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が生活保

護法に規定する被保護者若しくは要保護者であるとき又

は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律による支援給付を受けている者若しくは支援給付を

必要とする状態にある者であるとき。 

0円 

低所得 市町村民税世帯非課税者（利用者が障害者であるときは本 0円 
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人及びその配偶者、障害児であるときはその保護者及び当

該保護者と同一の世帯に属する者が、利用決定日の属する

年度（利用決定日の属する月が4月から6月までの場合にあ

っては、前年度とする。）分の市町村民税を課されない者

である場合の当該利用者をいう。）であるとき。 

一般 利用者が生保及び低所得に該当しないとき。 15,000円 
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様式第１号 

（平２３年３月２４日・一部改正） 

様式第２号 

様式第３号 

（平２３年３月２４日・一部改正） 

様式第４号 

（平２０年６月２７日・平２３年３月２４日・平２５年３月２９日・一部改正） 

様式第５号 

（平２６年３月１０日・全改、平２８年３月３１日・一部改正） 

様式第６号 

様式第７号 

様式第８号 

（平２３年３月２４日・一部改正） 

様式第９号 

（平２３年３月２４日・一部改正） 

様式第１０号 

様式第１１号 

 


